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「どだなだ」…お互いの仕事の様子や子どもたちの状況を気軽に聞き合い  

業務の分担や平準化、支え合える職場環境にしましょう  
 

１ 働き方改革通信『どだなだ』の発行について 

平成 28 年文部科学省の実態調査により、教員の長時間勤務について看過できない状況

にあることが改めて確認されました。これを受け、中央教育審議会は平成 29 年に働き方

改革に関する総合的な方策についての中間まとめを、そして、平成 31 年には答申を公表

しました。また、本県においては平成 24 年に「教師のゆとり創造の取組み指針」を策定、

平成 29 年には働き方改革に向けたプロジェクトチームを設置して『学校における働き方

改革の取組み手引(以下、「手引」)(平成 30 年)』、『「手引」【改訂版】(平成 31 年)』を作

成しながら、教員の働き方に関する意識改革とゆとり創造に向けて取り組んできました。

「手引」作成にあたっては、各校における効果的な取組み事例を多数ご報告いただいて

おり、これら事例の共有とますますの意識改革、そして地域・保護者に向けた啓発を進

めていくため、『働き方改革通信 どだなだ』を定期的に発行していくこととしました。 

 

２ 働き方改革に向けて 

～ 一人ひとりが当事者意識をもって改革に取り組みましょう ～ 
 

教員の働き方改革は喫緊の課題であり、改善に向けては教員一人ひとりがそれぞれの

立場で当事者意識をもって取り組みを進めていかなければなりません。 

（１）校長・副校長・教頭（＝管理職） 

働き方改革にあたって何よりも重要となるのは、管理職によるマネジメント力です。 

校内外における諸々の業務を整理し、組織的・系統的な業務処理と

簡潔化を図るよう、一層のリーダーシップを発揮してください。 

（２）部長・課長・主任（＝各分掌長） 

各分掌の業務を整理し、分掌に所属する教職員の得手不得手

を把握しながら、業務分担の平準化や助け合いを通した同僚性

の確立に向けて取り組んでください。 

（３）担任・教科担当者 

子どもたちと直接関わる時間の確保や、より良い授業のための準備・教材研究など

に時間を充てられるようにすることが、子どもたちのことを第一に考えた学校教育の

充実につながる取組みであることを再確認し、一人ひとりが改善できることを着実に

実行しましょう。そして、それらの具体的実践方法を発信しながら、同僚と情報共有

を図りましょう。 

 

（ 裏面に働き方改革に向けた事例を紹介しています ）  

働 き 方 

改革通信 



３ 事例紹介  

「手引【改訂版】(平成 31 年)」より、年度初めの

業務の中で効果的と思われる事例を紹介します。 

なお、「手引【改訂版】」は以下の URL よりダウンロ

ードができますので、ご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prsf.yamagata.jp/ou/kyoiku/700026/hatarakikata/hatarakikatatsbiki.html 


